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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部において、希望信号に対応するビットレートを検出するように構成された
フィルタ又は窓を用いて、前記フィルタ又は窓により検出されるビットレートを有するデ
ジタル受信信号を検出した場合に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検
出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化方式に対応しない復号信号が現れた場合に、
前記雑音除去処理の制限を解除する制御部と、を備えることを特徴とする、通信装置。
【請求項２】
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
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Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れた場合
に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
前記雑音除去処理の制限を解除する制御部と、を備え、
　前記制御部は、コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が
現れた場合に、希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう
指示を送信することを特徴とする、通信装置。
【請求項３】
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れた場合
に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　送信部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう指示を、送信部
に送信させる制御部と、を備えることを特徴とする、通信装置。
【請求項４】
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　前記デジタル受信信号を復号するコード復号部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れ、且つ
、コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう指示を送信する
送信部と、を備えることを特徴とする、通信装置。
【請求項５】
　前記希望信号に対応する既知の変調態様は、希望信号に対応するビットレートを検出す
るように構成されたフィルタ又は窓により検出される、請求項２～４のいずれかに記載の
通信装置。
【請求項６】
　請求項２～４のいずれかに従属する請求項５に記載の通信装置において、
　前記フィルタ又は窓により検出可能なビットレートは、前記指示された変更後の希望信
号の変調態様に対応するように、変更される、通信装置。
【請求項７】
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　前記希望信号検出部は、希望信号に対応するビットレートを検出するように構成された
フィルタ又は窓を用いて、希望信号に対応するビットレートを有するビット列の一ビット
目が検出された時に、前記雑音除去処理の制限を開始する、請求項１～３のいずれかに記
載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、希望信号以外の受信信号を適切に除去する受信機能を有する通信装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、受信アンテナと、前記受信アンテナに受信されるアナログ受信信号をデジタ
ル変換するＡ／Ｄ変換手段と、前記受信アンテナに受信されるべきコードに応じた変調信
号のユニーク性に基づいて、前記Ａ／Ｄ変換手段によりデジタル変換された結果得られる
信号から前記変調信号によるコード信号を分離して出力するデジタル信号処理部と、を備
えることを特徴とするデジタル信号処理受信装置が知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【特許文献１】特開２００４－６４５６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年では、フィールドではさまざまな無線通信が行われつつあり、各国の法
規によっては、同一周波数帯が、異なる無線通信システムで利用できる国もある。このた
め、今後、電波干渉により通信が妨害される場面が増加していくことが予測される。
【０００４】
　このため、上述の従来技術のように、変調信号のユニーク性に基づいて妨害信号と希望
信号を分離する構成では、妨害信号と希望信号とが変調態様が類似した場合に、変調信号
のユニーク性が類似することとなり、妨害信号を適切に除去することができない虞がある
。
【０００５】
　そこで、本発明は、妨害信号と希望信号とが変調態様が類似した場合にも、妨害信号を
適切に除去することができる通信装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、第１の発明に係る通信装置は、受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部において、希望信号に対応するビットレートを検出するように構成された
フィルタ又は窓を用いて、前記フィルタ又は窓により検出されるビットレートを有するデ
ジタル受信信号を検出した場合に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検
出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化方式に対応しない復号信号が現れた場合に、
前記雑音除去処理の制限を解除する制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
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　第２の発明に係る通信装置は、受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れた場合
に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
前記雑音除去処理の制限を解除する制御部と、を備え、
　前記制御部は、コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が
現れた場合に、希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう
指示を送信することを特徴とする。
【０００８】
　第３の発明に係る通信装置は、受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　Ａ／Ｄコンバータの後段に接続され、入力されるデジタル受信信号がキャンセルされる
ように雑音除去処理を行う雑音除去部と、
　雑音除去部の後段に接続され、雑音除去処理されたデジタル受信信号を復号するコード
復号部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れた場合
に、前記雑音除去部の雑音除去処理を制限する希望信号検出部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　送信部と、
　コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう指示を、送信部
に送信させる制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　第４の発明に係る通信装置は、受信アンテナと、
　前記受信アンテナを介して受信されるアナログ受信信号をデジタル受信信号に変換する
Ａ／Ｄコンバータと、
　前記デジタル受信信号を復号するコード復号部と、
　コード復号部の後段に接続され、コード復号部で復号されて得られる復号信号を解読す
るコード解読部と、
　コード復号部に、希望信号の既知の変調態様に対応するデジタル受信信号が現れ、且つ
、コード解読部に、希望信号の既知の符号化態様に対応しない復号信号が現れた場合に、
希望信号を送信する送信側に対して、希望信号の変調態様を変更するよう指示を送信する
送信部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　第５の発明は、第２～４のいずれかの発明に係る通信装置において、
　前記希望信号に対応する既知の変調態様は、希望信号に対応するビットレートを検出す
るように構成されたフィルタ又は窓により検出されることを特徴とする。
【００１１】
　第６の発明は、第２～４のいずれかの発明に従属する第４の発明に係る通信装置におい
て、
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　請求項２～４のいずれかに従属する請求項５に記載の通信装置において、
　前記フィルタ又は窓により検出可能なビットレートは、前記指示された変更後の希望信
号の変調態様に対応するように、変更されることを特徴とする。
【００１２】
　第７の発明は、第１～３のいずれかの発明に係る通信装置において、
　前記希望信号検出部は、希望信号に対応するビットレートを検出するように構成された
フィルタ又は窓を用いて、希望信号に対応するビットレートを有するビット列の一ビット
目が検出された時に、前記雑音除去処理の制限を開始することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、妨害信号と希望信号とが変調態様が類似した場合にも、妨害信号を適
切に除去することができる通信装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００１５】
　図１は、本発明により通信装置が適用される通信システムの一例を示す概略図である。
本例では、本発明により通信装置は、車両に搭載される車載機１０側で具現化されること
とする。車載機１０は、ユーザが携帯可能な携帯機２０と双方向通信可能に構成される。
携帯機２０は、例えば車両のドアロックの遠隔操作を可能とする機能を有する。この場合
、携帯機２０は、典型的には、車両のキー機能のみを有する携帯キー（車両のメカニカル
キーが内蔵されていてもよい。）であるが、携帯電話や携帯型オーディオ装置等の他の機
能を持つ携帯機と一体的に具現化されてもよい。
【００１６】
　車載機１０と携帯機２０との間では、各種通信が実現される。
【００１７】
　ここでは、典型的な通信態様として、車両のドアロックの遠隔操作に関する通信態様の
一例について説明する。この場合、車載機１０は、例えば１３４ｋＨｚ帯を使用帯域とし
て、車両外の所定領域に向けて定期的にリクエスト信号を送信する。リクエスト信号は、
所定領域に位置する携帯機２０により受信される。携帯機２０は、リクエスト信号に応答
して、例えば３００ＭＨｚ付近を使用帯域として、応答信号を送信する。携帯機２０から
送信される応答信号には、携帯機２０に割り当てられたＩＤコードが含められる。ＩＤコ
ードは、所定の符号化方式(データ構造)の応答信号の例えばプリアンブル部やヘッダー部
に組み込まれる。応答信号は、所定の変調方式で搬送波に変調されて伝送される。変調方
式は、例えばＦＳＫ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調であってよ
い。この場合、例えば、３００ＭＨｚ～４００ＭＨｚ帯の中の第１周波数ｆＬを符号“０
”の搬送周波数とし、また、３００ＭＨｚ～４００ＭＨｚ帯の中の第１周波数ｆＬよりも
高い第２周波数ｆＨを符号“１”の搬送周波数として、それぞれ変調を行う。尚、変調方
式は、その他、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）やＱ
ＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、２値又は多
値のＡＳＫ（Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄ
ｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）や６４ＱＡＭ等々、任意の
適切なものが採用されてよい。
【００１８】
　車載機１０の制御部１３０は、受信した応答信号を復号・解読した結果、応答信号に含
まれるＩＤコードと予め設定・記憶されているＩＤコードとが一致した場合に、正当な携
帯機２０（ユーザ）の車両への接近を検出する。制御部１３０は、正当なユーザの車両へ
の接近を検出した後、所定の時間内に、ユーザによるドアの開操作を意図する所定の操作
を検出（例えば、ドアアウタハンドルに配設されたタッチセンサによる検出）した場合、
当該検出時に、所定のドアのドアロック機構を駆動するドアロックアクチュエータに制御
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信号を送出して、ドアロックの解錠を実現する。この結果、正当な携帯機２０を所持する
ユーザは、携帯機２０を取り出してキーシリンダーに挿入し若しくは携帯機２０のスイッ
チを操作することなく、所望のドアを開けて車両内に乗り込むことができる。尚、ユーザ
によるドアの開操作を意図する所定の操作の検出は、必ずしも必要でなく、後述の如く妨
害電波等を確実に排除できる場合には、ＩＤコードが一致した時点でドアロックを解錠さ
せる構成も可能である。また、携帯機２０には、ユーザの操作可能なスイッチが設定され
てよく、操作するスイッチに応じて各種指示信号(ドアロックの解錠／施錠指示信号等)が
車載機１０から送信されるようにしてもよい。この場合、各種指示内容を表す符号(ビッ
ト列)が応答信号のデータ部に組み込まれ、当該応答信号が上述の如く搬送波に変調され
て伝送される。
【００１９】
　尚、本発明は、上述の車両のドアロックの遠隔操作といった、車載機１０と携帯機２０
との間で実行される通信目的に限定されるものではなく、車載機１０と携帯機２０との間
で如何なる目的で行われる通信に対しても適用可能である。
【００２０】
　図２は、車載機１０の主要構成を示すシステム構成図である。尚、図２では、図１に示
した制御部１３０については図示が省略されている。
【００２１】
　図２に示すように、上述の如く携帯機２０から送られてくる応答信号(希望信号)は、受
信アンテナ１１０を介して、車載機１０の受信部(デジタルチューナー)１００で受信され
る。尚、受信アンテナ１１０は、例えば車内のバックミラー近傍またはＣピラー近傍に配
設されてよい。
【００２２】
　受信アンテナ１１０の後段にはアナログフロントエンド１１２が設けられる。アナログ
フロントエンド１１２では、受信アンテナ１１０で受信された信号は、応答信号(希望信
号)の周波数帯（例えば３００ＭＨｚ帯）に対応する受信フィルタに通され、増幅等の処
理を受けてから１０．７ＭＨｚの中間周波数（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）にダウンコンバートされる。フロントエンド１１２からは、例えばＩＦフィルタ
(図示せず)を介して中間周波数近傍の帯域内に制限された信号が後段へと出力されてよい
。
【００２３】
　アナログフロントエンド１１２の後段(出力側)にはＡ／Ｄコンバータ１１４が接続され
る。Ａ／Ｄコンバータ１１４の後段には、妨害波除去処理部１１６が設けられる。妨害波
除去処理部１１６には、Ａ／Ｄコンバータ１１４により量子化された受信信号ｓ（ｔ）が
入力される。妨害波除去処理部１１６では、受信信号ｓ（ｔ）にレプリカ信号ｓ’（ｔ）
が合成され、受信信号ｓ（ｔ）とレプリカ信号ｓ’（ｔ）との残差ｅ（ｔ）が略ゼロにな
るようにフィードバック制御される。より具体的には、妨害波除去処理部１１６は、学習
部１１６ａを備える。学習部１１６ａでは、例えばｓ’（ｔ）＝－δ・ｅｊθ・ｓ（ｔ）
で表される信号処理により、レプリカ信号ｓ’（ｔ）が生成される。ここで、δ及びθは
、それぞれ振幅と位相の補正係数であり、残差ｅ（ｔ）が極小となるように適合される。
【００２４】
　このようにして学習部１１６ａは、フィードバックされる残差ｅ（ｔ）が略ゼロになる
ようにレプリカ信号ｓ’（ｔ）を生成・更新する。学習部１１６ａは、常にレプリカ信号
ｓ’（ｔ）を更新していく。尚、本例では、学習部１１６ａは、通常時に作動状態にあり
、従って、常時、妨害波除去処理部１１６から出力される信号がゼロになるように制御さ
れている。
【００２５】
　妨害波除去処理部１１６の後段(出力側)には、コード復号部１１８が接続される。コー
ド復号部１１８では、妨害波除去処理部１１６からの信号が復号(復調)される。
【００２６】
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　コード復号部１１８には、希望信号検出部１１８ａが設けられる。希望信号検出部１１
８ａは、所定の範囲内のビットレートを有するデジタル受信信号（＝ｄ（ｔ））を検出す
るよう構成されたフィルタ又は窓(ウインドウ)を用いて、希望信号のビットレートを検出
する。即ち、希望信号検出部１１８ａは、既知の希望信号の変調態様に適合されたフィル
タにより、希望信号がコード復号部１１８に現れたか否かを判断（検出）する。ビットレ
ートとは、データ信号速度（ビット／秒、単位ｂｐｓ）である。ビットレートは、希望信
号の変調態様（変調速度や変調方式)に依存し、変調信号の変調周期（ベースバンド波形
の切り換え周期）に関連する。例えば希望信号の変調の際にＦＳＫ変調のような２値変調
方式が用いられる場合、ビットレートは変調速度(ボーレート)と一致し、多値（Ｍ相＝２
ｎ）の変調方式が用いられる場合、ビットレートは変調速度の２ｎ－１倍(例えば４相の
場合、２倍)になる。従って、以下では、ビットレートは、周波数の単位との関係で説明
される場合がある。
【００２７】
　図３は、希望信号検出部１１８ａで用いられるフィルタ又は窓(以下、フィルタという)
を概念的に示す図である。フィルタは、図３に示すように、例えば１ｋＨｚを中心周波数
として所定の帯域幅を有することになる変調態様のデジタル受信信号のみが検出されるよ
うに構成されている。尚、本例では、フィルタは、略方形であり、急峻なフィルタローブ
（サイドローブ）を有する。フィルタの検出帯域の中心周波数は、希望信号の変調態様(
変調方式及び変調速度) に対応するように決定される。即ち、希望信号の変調態様は既知
であるので、当該変調態様に適合するようフィルタが構成される。本例では、フィルタの
検出帯域の中心周波数は、希望信号のビットレートに対応するように決定される。フィル
タは、図３に示すように、異なる複数種のビットレートに対応するように、切り換え可能
に構成されてよい。尚、図３に示す各種のフィルタは、バンドパスフィルタであり、デジ
タルフィルタにより構成可能である。
【００２８】
　受信アンテナ１１０から希望信号が入力され、希望信号検出部１１８ａが希望信号に対
応するビットレートを検出すると、希望信号検出部１１８ａは、妨害波除去処理部１１６
の学習部１１６ａの学習動作を停止させる。即ち、妨害波除去処理部１１６におけるレプ
リカ信号ｓ’（ｔ）の更新が停止される。これにより、希望信号が妨害波除去処理部１１
６による上述のフィードバック制御によりキャンセルされてしまうことが防止される。こ
のとき、希望信号検出部１１８ａは、好ましくは、希望信号に対応するビットレートを有
するデジタル受信信号の一ビット目が検出されたときに、直ちに学習部１１６ａの学習動
作を停止させる。これにより、希望信号をキャンセルしようとする学習部１１６ａの学習
動作を即座に停止させることができる。
【００２９】
　妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止されると、レプリカ信号ｓ
’（ｔ）の更新が停止される。このため、レプリカ信号ｓ’（ｔ）は、学習部１１６ａの
学習動作の停止直前の状態、即ち希望信号の受信直前の状態を保つ。このレプリカ信号ｓ
’（ｔ）は、希望信号受信前における学習により、フィールド雑音(広帯域ノイズ等)をキ
ャンセルするように既に適合されている。従って、希望信号が受信されると、レプリカ信
号ｓ’（ｔ）によりフィールド雑音のみが除去されるので、デジタル受信信号から希望信
号のみを分離することができる。
【００３０】
　このように、本実施例では、希望信号の変調態様が既知であることに着目して、規模の
小さい簡易な雑音処理アルゴリズムを用いて、希望信号の分離・抽出が可能となる。特に
、上述の如く携帯機２０からの応答信号の送信が微弱電波(微少な送信電力)で行われる場
合には、希望信号の電波強度が小さく、フィールド雑音や他の変調電波(妨害信号)により
打ち消されて、車載機１０と携帯機２０との間で通信不能な状態に陥りやすい。本実施例
では、このような場合であっても、妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａにおいて、
フィールド雑音や妨害信号がキャンセルされるので、希望信号のみを取り出すことができ
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、フィールド雑音や妨害信号による信号劣化や電波干渉を効果的に防止することができる
。
【００３１】
　しかしながら、近年ではフィールドでさまざまな無線通信が行われつつあり、類似する
変調方式で且つ略同一の周波数帯で複数の通信システムが利用される場合がありうる。か
かる場合には、希望信号以外の妨害信号が、希望信号と同様のビットレートを有すること
で、希望信号検出部１１８ａにより“希望信号”として誤認される虞がある。この場合、
妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止されるので、当該妨害信号は
除去されないことになる。即ち、上述の構成のみでは、無変調のフィールド雑音やビット
レートが大きく異なる他の妨害信号は除去できても、希望信号のビットレートと類似する
ビットレートの妨害信号を除去できない虞が生ずる。
【００３２】
　そこで、本実施例では、以下の特徴的な構成により、無変調のフィールド雑音やビット
レートが大きく異なる他の妨害信号のみならず、ビットレートが類似する妨害信号をも効
果的に除去して、希望信号のみを分離・抽出することを可能とする。
【００３３】
　図２を再度参照するに、コード復号部１１８の後段(出力側)には、制御部１３０が設け
られる。制御部１３０は、コード解読部１３２及び窓変更指示部１３４を主要な構成とし
て備える。
【００３４】
　コード解読部１３２では、コード復号部１１８で復号された結果得られる復号信号が解
読される。この際、コード解読部１３２は、携帯機２０から送られてくる応答信号(希望
信号)に対応する解読キー(解読ルール)をメモリに備え、それに従って復号信号の情報系
列(ビット列)を解読する。例えば、コード解読部１３２は、例えばプリアンブル部に含ま
れるＩＤコードを解読すると共に、データの始まりを示すヘッダー部に後続するデータ部
に含まれるビット列を解読する。このとき、例えばＩＤコードが正当であり、且つ、デー
タ部に「ドアロックの施錠」に対応するビット列が含まれている場合には、制御部１３０
は、ＣＡＮ等の適切なバスを介して接続されるドアロックアクチュエータに対して、ドア
ロックの施錠を指示する。
【００３５】
　ここで、希望信号とビットレートが同一又は類似する妨害信号が受信された場合につい
て説明する。
【００３６】
　例えば、１ｋＨｚに対応するビットレートをデフォルトとして用いていた場合において
、同一又は類似するビットレート(例えば１ｋＨｚ又は１．１ｋＨｚに対応するビットレ
ート)の妨害信号が入力された場合、妨害信号のビットレートが希望信号のビットレート
と同一又は類似する(以下、「類似する」に代表させる)ので、フィルタによっても分離は
困難である。このため、希望信号検出部１１８ａによる“誤検出”が発生し、妨害波除去
処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止される。従って、妨害波除去処理部１１
６の学習部１１６ａの学習動作が停止されている間、妨害信号は、コード復号部１１８に
通されて復調される。コード復号部１１８にて復調される妨害信号は、同様にコード解読
部１３２に供給される。
【００３７】
　ところで、妨害信号の符号化方式(例えばデータ構造ないしフレームフォーマット)は、
希望信号の既知の符号化方式とは異なることがほとんどである。従って、本実施例のコー
ド解読部１３２は、希望信号の既知の符号化方式とは異なる復調信号が現れた場合に、希
望信号とビットレートが類似する妨害信号が受信されたと判断して、直ちに、妨害波除去
処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作を再起動させる。これにより、妨害波除去処理
部１１６の学習部１１６ａの学習動作が直ちに再開され、妨害信号を可及的速やかにキャ
ンセルして除去することができる。
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【００３８】
　このように本実施例によれば、希望信号とビットレートが類似する妨害信号が受信され
た場合、一旦、妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止されるものの
、コード解読部１３２において復調信号のフレームフォーマット等をチェックすることで
、妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作を直ちに再開させることができる
。即ち、本実施例によれば、無変調のフィールド雑音や、ビットレートが大きく異なる他
の妨害信号に対してのみならず、ビットレートが類似する妨害信号に対しても妨害波除去
処理部１１６による雑音除去処理を適用でき、ビットレートが類似する妨害信号をも効果
的に除去することができる。
【００３９】
　尚、本実施例では、希望信号の既知の符号化方式に対して、妨害信号の同符号化方式が
異なることを利用して、希望信号と妨害信号とを識別しているが、プリアンブル部やヘッ
ダー部のコード内容のような、他の既知の符号化態様を利用して同様に識別することも有
効である。
【００４０】
　ところで、希望信号とビットレートが類似する妨害信号が継続して受信されるような環
境下では、妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が継続されることになる
ので、その間、希望信号の分離が不能となる。
【００４１】
　そこで、本実施例では、窓変更指示部１３４は、希望信号とビットレートが類似する妨
害信号が受信された場合、希望信号の送信元(即ち携帯機２０)に変調態様を変更するよう
指示する指示信号を、携帯機２０に対して送信部１４０を介して送信する。また、窓変更
指示部１３４は、希望信号検出部１１８ａに対して指示を送り、今後なされることになる
変更後の希望信号の変調態様に対応すべく、フィルタを適合させる。即ち、フィルタは、
図３で示したように、携帯機２０側で今後変更されることになる新たなビットレートを検
出できるように、その検出帯域が変更・切換えられる。例えば、１ｋＨｚに対応するビッ
トレートをデフォルトとして用いていた場合において、５ｋＨｚに対応するビットレート
への変更指示が携帯機２０に対してなされた場合には、それに応じて、希望信号検出部１
１８ａは、５ｋＨｚに対応するビットレートのデジタル受信信号を検出できるように、使
用するフィルタを、図３で示すような５ｋＨｚを中心周波数として所定の帯域幅を有する
フィルタに切換える。
【００４２】
　図４は、指示信号(ビット列)の生成態様の一例を示す表図である。図４には、図３で示
したフィルタの検出可能な４つのビットレート(ターゲットビットレートがそれぞれ５０
０Ｈｚ，１ｋＨｚ，５ｋＨｚ，１０ｋＨｚ)に対応して、４つのビットレート及びそれに
対応する指示信号(ビット列)が示されている。
【００４３】
　この場合、携帯機２０からの応答信号(希望信号)の有すべきビットレートは、４つの異
なるビットレートの中から指示される。即ち、指示する４つのビットレート（５００Ｈｚ
，１ｋＨｚ，５ｋＨｚ，１０ｋＨｚ）に対応した２ビットのビット列が、車載機１０から
送信される指示信号のデータ部の適切な箇所（例えばＮビット目とＮ＋１ビット目）に組
み込まれる。例えば、１ｋＨｚに対応するビットレートをデフォルトとして用いていた場
合において、コード解読部１３２において復調信号のフレームフォーマット等をチェック
することで、希望信号ではない妨害信号が検出された場合、１ｋＨｚ以外の他のビットレ
ート（例えば５ｋＨｚ）に対応するビット列（“１”“０”）が指示信号のデータ部に組
み入れられる。
【００４４】
　この指示信号は、希望信号とビットレートが類似する妨害信号が検出された場合だけ、
或いは、希望信号とビットレートが類似する妨害信号が継続して検出された場合だけ、送
信されてもよい。指示信号は、送信アンテナ１４２を介して、上述のリクエスト信号と同
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様に、１３４ｋＨｚ帯を使用帯域として送信されてもよい。このとき、指示信号は、好ま
しくは、携帯機２０に確実に受信されるように比較的高い送信電力で送信される。送信ア
ンテナ１４２は、例えばドアアウタハンドル等に設けられ、複数の個所に設けられてもよ
い。
【００４５】
　或いは、指示信号は、定期的に、又は、毎回（携帯機２０の近接が検出される度）、携
帯機２０に向けて送信されてもよい。この場合、指示信号は、上述のリクエスト信号のデ
ータ部に組み込まれて送信されてもよい。
【００４６】
　図５は、指示信号に関連する携帯機２０の主要構成を示すシステム構成図である。携帯
機２０は、アンテナ２１２及び受信部２１４を備える。車載機１０からの指示信号は、上
述のリクエスト信号と同様に、アンテナ２１２を介して受信部２１４にて受信され復号さ
れる。
【００４７】
　携帯機２０は、コード解読・生成部２１０を備える。コード解読・生成部２１０は、図
４に示した指示信号の符号化方式に対応した解読ルールをメモリに備え、それに従って受
信部２１４から送られる復号信号のビット列を解読する。コード解読・生成部２１０は、
可変クロック２１０ａ及びコードレジスタ２１０ｂを有する。コード解読・生成部２１０
は、可変クロック２１０ａからのクロック信号に同期して、コードレジスタ２１０ｂに記
憶されたコードを用いて応答信号(希望信号)のビット列を生成する。コードレジスタ２１
０ｂには、所定の符号化方式に準拠した態様で、今回生成すべき応答信号のビット列が格
納される。このビット列には、上述のＩＤコードを表すビット列や、ドアロックの解錠指
示等を表すビット列が含まれる。
【００４８】
　指示信号の解読の結果、例えば指示信号のＮビット目と（Ｎ＋１）ビット目にビット列
“１”“０”が組み込まれていた場合、コード解読・生成部２１０は、５ｋＨｚに対応す
るビットレートで応答信号が生成されるように、可変クロック２１０ａのクロック周波数
を変更する。例えばクロック周波数が５ｋＨｚに変更される場合、可変クロック２１０ａ
から得られる５ｋＨｚのクロック信号に同期して、コードレジスタ２１０ｂに格納された
コードが取り出され、この結果、５ｋＨｚのビットレートで流れるビット列(変調信号)が
生成される。変調送信部２１６は、このようにして生成されたビット列により所定の変調
方式で搬送波を変調する。この結果、上述の応答信号（被変調信号）が送信アンテナ２１
８を介して車載機１０に送信されことになる。
【００４９】
　このようにして送信された応答信号は、携帯機２０が車載機１０(車両)に対して近傍に
存在するときには、上述の如く車載機１０の受信部１００により受信されることになる。
このとき、希望信号検出部１１８ａは、上述の如くフィルタの切換が既になされているの
で、ビットレートが変更された希望信号を検出することができる。これにより、希望信号
が検出されている間、上述の如く妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が
停止された状態が維持され、希望信号が妨害波除去処理部１１６で除去されずに分離する
ことができる。一方、変更前のビットレートに類似する妨害信号が受信された場合、変更
前のビットレートに類似する妨害信号は、希望信号検出部１１８ａにより検出されなくな
っているので、上述の如く妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止さ
れた状態が解除される。この結果、妨害信号が妨害波除去処理部１１６で除去されること
になる。
【００５０】
　このように本実施例によれば、希望信号のビットレートを適宜変更することで、希望信
号のビットレートに類似する妨害信号が、“希望信号”であると誤って検出されることを
防止することができる。また、希望信号のビットレートを変更することで、希望信号のビ
ットレートに類似する妨害信号が比較的長期に亘って継続的に受信される環境下において
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、妨害信号が受信されている間に希望信号が受信できなくなる事態を防止することができ
る。また、変更後の希望信号のビットレートに類似する妨害信号が受信された場合、妨害
波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作が停止されるが、上述の如く、コード解
読部１３２において復調信号の符号化態様（例えばフレームフォーマット）がチェックさ
れるので、当該妨害信号の符号化態様も希望信号の符号化態様と実質的に一致するという
非常に稀な場合を除いて、妨害波除去処理部１１６の学習部１１６ａの学習動作を直ちに
再開させることができ、当該妨害信号を除去することができる。
【００５１】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
【００５２】
　例えば、上述した実施例において、携帯機２０にビットレートを変更させる指示信号は
、必ずしも上述のリクエスト信号と同様の態様で送信される必要はない。これは、上述の
リクエスト信号は、微弱電波である場合が想定されるので、携帯機２０に受信されない場
合がありうるからである。従って、例えば携帯機２０が携帯電話等である場合等、携帯機
２０と車載機１０(外部センタを介する場合を含む)との間で他の周波数帯での確実な通信
が可能である場合には、当該他の周波数帯で指示信号が携帯機２０に受信されるようにし
てもよい。
【００５３】
　また、上述した実施例では、可変クロック２１０ａのクロック周波数を変更することで
、携帯機２０に応答信号(希望信号)のビットレートを変更させているが、ＱＡＭ等の変調
方式を変更することで、応答信号(希望信号)のビットレートを変更させることも可能であ
る。
【００５４】
　また、上述した実施例において、受信部１００において実行される各種信号処理は、Ｄ
ＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）やＦＰＧＡ (ｆｉｅｌｄ－
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ)により実現されてよい。また、制御
部１３０の機能の一部は、制御部１３０に接続される他の制御装置(例えばドアロックア
クチュエータを含むボデー系電子部品を制御するボデーＥＣＵ)により協働的に実現され
てよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明により通信装置が適用される通信システムの一例を示す概略図である。
【図２】車載機１０の主要構成を示すシステム構成図である。
【図３】希望信号検出部１１８ａで用いられるフィルタ又は窓を概念的に示す図である。
【図４】指示信号の生成態様の一例を示す表図である。
【図５】携帯機２０の主要構成を示すシステム構成図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　　車載機
　２０　　携帯機
　１００　　受信部
　１１０　　受信アンテナ１１０
　１１２　　アナログフロントエンド
　１１４　　Ａ／Ｄコンバータ
　１１６　　妨害波除去処理部
　１１６ａ　　学習部
　１１８　　コード復号部
　１１８ａ　　希望信号検出部
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　１３０　　制御部
　１３２　　コード解読部
　１３４　　窓変更指示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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